


信州健康ゼロエネ住宅の基準）
9旨書tP43-48

(1)外皮性能（外皮平均熱貫流率(UA))の強化

(2)一次エネルギー消費量の削減

(3)県産木材の利用

(4)太陽光発電設備又は木質バイオマスを利用した暖房設備の設置

(5)住宅の強靭化（レジリエンス性の確保）
-- - ----------- - -- -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(6)景観•周辺環境との調和

(4)太陽光発電設備又は木質バイオマスを利用した暖房設備の設置【基本項目】
右表のとおり導入すること 一

最 低 太陽光発電設備等を尊入（太陽光発霊設備にあっては3kW以上）

基本項目
（必ず備えるぺき基準）

推 奨

先 導

家電等を除き、ゼロ ・エネルギー達成量の太陽光発電設備等を達入

家電等を含め、ゼロ ・エネルギー達成五の太陽光発電設備等を導入

(7)太陽熱利用設備の設置

(8)伝統技能の活用

(9)気密性能（err/／対）の確保

(10)HEMSの導入

(11)暖房負荷(kWh／ボ）の低減

配慮項目
（確保が望ましい内容）

本項目におけるゼロエネルギー達成量は、県独自のルールで算出できる

県独自ルールとは 木質バイオマスのカ ー ポンオフセットを評価した上で、冬期における補助暖房のエネルギー消費量の3割程度と試箕

暖房設備に薪スト ー プ•ペレットスト ー プを使用する場合は…

①空調（暖冷房）、給湯、換気、照明に係る各設備に関する設計一次エネルギー消費量を計算

《暖房は薪スト ー ブ等のみ》・・・暖房設備はルームエアコンディショナー（規定値）を選択して計算

《暖房はエアコン等と併用》...暖房設備は併用する暖房設備（エアコン等）を選択して計算

②①で計算した結果得られた暖房設備に関する設計一次エネルギー消費量の70％を、①の合計値から控除

③太陽光発竃設備及びコー ジェネレーション設備に係る創エネルギー（売電分を含む）を②に加える

④③が基準一次エネルギー消費呈から100％以上削減

①併用する暖房設備でエネルギー計算 ► ②暖房一次エネ消費量の70％を控除 ► 

基本項目は項目ごとに求める性能に応じて 3 つの基準を設定

①ゼロエネルギー達成に向けて最低限確保すべき基準•……………………………………•••……••「最低基準」

②環境負荷の低減と快適性を高次元で達成する基準•…•………•………………•…………••……••「推奨基準」

③環境負荷を極限まで抑えるチャレンジ基準…...…,...."…,....................,••…,..........."…•••"「先導基準」

③創エネルギーを加える

(1)外皮性能（外皮平均熱貫流率 (UA))の強化【基本項目】
建築物省エネ法に基づく地域区分ごと、下表に掲げる数値以下とすること

------
最 低

推 奨

先 導

0.40 0.50 

0.28 

0.20 

0.34 

0.23 

ZEH基準以上

HEAT20G2 

HEAT20G3 

(2)一次エネルギー 消費量の削減【基本項目】
省エネ基準からそれぞれ下表のとおり削減すること

一 削減爵（対省エネ基準） I 
最 低

推 奨

先 導

20％以上

25％以上

30％以上

(3) 県産木材の利用【基本項目】
県産木材の使用量が、下表に掲げる数量以上であること

一 木材使用溢 I 
最 低 3ポ又は仕上材30nl

暖 房 70％減 暖 房 暖 房 一＂卜+i」r-

冷房 ・ 給湯 冷房 ・ 給湯 冷房 ・ 給湯 引 ：
換気 ・ 照明 換気 ・ 照明 換気 ・ 照明

------------------------------------------------------------------------------------------―ーー、---------
その他 その他 その他 100％削減

(5)住宅の強靭化（レジリエンス性の確保）【基本項目】
ァ：耐震性能（在来軸組工法における取扱い）

— 
忍 低

推 奨

先 導

一
建築基準法施行令第46条に定める壁三の1.25倍

建築基準法施行令第46条に定める壁量の1.5倍

下以m
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イ：災害リスクの低減

— 一
最 低

推 奨

先 導

災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域を回避

蓄電池の設口（太陽光発電設備と連結したもの）
災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域を回避

(6)景観・周辺環境との調和【配慮項目】 (7)太陽熱利用設備の設置【配慮項目】
外観における見かけ上の最高軒高を7m以下に抑えること 太陽熱利用温水器、

太陽熱利用暖房設備を設置すること

7m以下

GL 

建築基準法と異なり、小屋組の有無に関わらず、見かけ上の最高軒高により判断する

(8)伝統技能の活用【配慮項目】 (9)気密性能（cボ／ボ）の確保【配慮項目】
瓦、左官壁、畳や建具などを積極的に導入すること 1.0cボ／而以下とし、通気層を設ける等の結露の

防止対策をすること

(10)HEMSの導入【配慮項目】 (11)暖房負荷 (kWh/m)の低減【配慮項目】

推 奨

先 導

0.12nl/ボ（工事で使用する木材の60％程度）

0.16吋／ボ（工事で使用する木材の80％程度）

新築時に導入すること
►HEMS : HomeEner図M anag ementSystemの略。電力使用塁の見える化によリ節

電につなげたり、再生可能エネルギーや蓄電池などの機器の制御を行い効率的な工
ネルギーの管理·制御を行うためのシステム（指ti'P2S)

冬期の日射取得を考慮した暖房に係る負荷等計算を
検討すること


